
運用保守ＳＬＡ基準表 別添１１

No 区分 目標項目 定義
目標

(保証)値
測定方法

ペナル
ティ

ポイント

インセン
ティブポ
イント

前提条件 測定値
集計

ポイント

1 定例会 翌月第10開庁日までに定例会を開催する。 100% 基準遵守件数÷定例報告回数×100 -5
三重県もしくは受託者の都合により日程調整が必要となった場合は、三
重県と協議のうえ決定した日まで

2 ＳＬＭ会議
ＳＬＭ（サービスレベルマネジメント）会議を半年に1回開
催する。

100%

ＳＬＭ会議議事録及びその成果物（修
正版ＳＬＡ）を半年に１回提出して三
重県の承認を得る。
修正がない場合には、その旨を議事録
に記載して提出する。

-5

3 見積書提出
三重県が提出を求めた翌日から、5開庁日以内に見積書を提
出する。

100%
基準遵守件数÷見積依頼数×100

-5

三重県からの見積依頼は連絡票で提示することとする。
なお、見積依頼前に、三重県と受託者間で、仕様や作業内容について
十分な協議が行われていることとする。
また、見積依頼内容により5開庁日を超える場合には、事前に三重県と
協議のうえ別途期限を設ける。

サービス利用可能時間のうち、実際に利用可能な時間の割
合。

※以下に起因する障害については、SLA判定対象外とする。
・電子入札コアシステム（受託者改修部分を除く）
・ICカード(発注者、受注者）

障害内容毎に稼働率を算出し、目標値を下回る場合、以下の
設定区分に応じた減点ポイントを付与するものとする。
→ただし、障害のレベルは、三重県と受託者で協議し決定す
る。

99%以上
（受発注者側システム利用時間の総計
(分)）÷（受発注者側システムサービ
ス利用時間の総計(分)）×100

【サービス利用時間の定義】
（電子入札システム運用時間）

【発注者】:平日8：00～22：00
【受注者】:平日8：00～20：00

（入札情報サービス運用時間）
【発注者】:平日8：00～22：00
【受注者】:24時間365日

※三重県が定める運用停止日及びメンテナンス日を除く
※保守環境は除く

-60

-40

-10

-5

6

サービス利用可能時間のうち、実際に利用可能な時間の割
合。

※以下に起因する障害については、SLA判定対象外とする。
・電子入札コアシステム（受託者改修部分を除く）
・ICカード(発注者、受注者）

100%
（受発注者側システム利用時間の総
計）÷（受発注者側システムサービス
利用時間の総計）×100

5

※事前に三重県の許可を得た計画停止および三重県が定めた運用停止日
（期間）を除く。

※集計は4半期単位で行う。

8秒以内

60秒以内

30秒以内

4

②電子入札システム受注者向け
入札画面

測定結果

三重県にて指定端末を決定する。
指定端末のスペック、基準画面、測定方法等については別紙２のとお
り。

7 性能 レスポンス
三重県庁内指定端末からの処理応答時間（基準画面のオンラ
イン応答時間）

5

可用性 稼動率

③電子入札システム発注者向け
開札画面

①サービス完全停止：サービスが完全に使えなくなり、業務に支障が出た障害。

三重県が連絡票による問い合わせを行った後、連絡票に記載
した期日までにそれに対する回答又は対応方針案を提示す

る。
連絡体制

連絡票によるメールへの回答に限る。
対象となる連絡票は別紙「連絡票管理台帳」に示す。
また、内容により連絡票に記載した期日内での対応が困難と想定される
場合は、左記目標値以内に一次回答を行い、三重県と協議のうえ別途期
限を設けるものとする。

-5

④一部機能停止（暫定回避策あり）：上記障害レベルに該当しない軽微な障害で、運用上に影響がほぼ無い場合。

ストップウォッチによる目視測定
(測定は1回/月：定例会終了後)

同一ページで5回測定し、最高・最低値
を除く3回を有効とし、四半期分を累積
し、月数×回数で割った平均値

①入札情報サービスシステム検
索画面

-20

運用

②一部機能停止（重要度高）：社会的信頼に影響する障害、システム利用者への影響が大きい障害、またはシステム利用者以外の第3
者に影響が及んだ障害が発生した場合。

③一部機能停止（重要度低）：システム利用者への影響が軽微な障害。発生のタイミングによっては②障害になっていた可能性がある
障害。

基準遵守件数÷総件数×100
一次回答は翌開庁日12時まで
（受付期限は前日24時）
100%
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測定結果

8 信頼性
他システムへの
影響

サービス提供側の障害により、連携先システムに影響が発生
した回数

発生なし
測定対象月の発生回数を協議のうえ決
定。

-5
・連携先システムの原因は、対象外とする。
・測定対象機能は、別途協議のうえ決定する。
・双方が合意した発生回数に対し、左記減点ポイントを乗じる。

15分未満 0

30分未満 -10

30分以上 -20

30分以上かつNo.5で定義する障
害のレベル①サービス完全停
止、②一部機能停止（重要度
高）の障害について、受託者が
利用者からの連絡・問合せ時点
で受託者側が障害検知できてい
ない場合

-40

10 発生通知時間
障害検知から受託者が三重県に障害発生の第一報を通知する
までの時間

15分以内
障害発生通知時間を記録し、障害検知
からの経過時間を算出

-20

※障害検知時間の考え方は、別図参照。

※運用及び保守業務時間内に限る。同時間の場合における連絡手段は基
本的に電話とし、併せてEmailで通知を行う。

※サービス停止を伴う場合は復旧見込み時間を含む通知を行う。

サービス停止を伴う障害検知から復旧までの時間

サーバ等インフラ停止の場合：2
時間以内
プログラム原因による一部機能
停止の場合：障害検知から2時間
以内に対応方針を提示。
原則、復旧は翌サービス開始時
までとし、それが難しい場合に
は、協議の上、復旧期限を設定
する。

サービス稼動再開時間を記録し、障害
検知からの経過時間を算出

サービス利用可能時間内に限る。
また、手段は基本的に電話とし、併せてEmailで通知を行う。

-60

-40

-10

-5

12 システム連携

障害検知から初期対処策提示までの所要時間は、右の基準値
以内であること。
ただし、原因調査に時間を要する場合は、右の基準値以内に
報告を行うこと。

障害検知から1時間以内

ただし、原因調査に時間を要す
る場合は、上の基準値以内に報
告を行うこと。

初期対処策提示時間を記録し、障害認
知からの経過時間を算出

-10 原因調査に時間を要する場合の判断については三重県と協議を行う。

13 復旧通知時間
サービス停止を伴う障害について、障害復旧から受託者が三
重県に障害復旧を通知するまでの時間

15分以内
障害復旧時間・復旧通知時間を記録
し、復旧からの経過時間を算出

-20
サービス利用可能時間内に限る。
また、手段は基本的に電話とし、併せてEmailで通知を行う。

14 障害報告 障害復旧から3開庁日以内に報告書を提出 100% 基準遵守件数÷障害発生件数×100 -10

障害が再発した回数 0回

ソフトウェアの不具合修正がされてい
なかったことによる障害再発回数およ
びハードウェア障害のうち、同一機
器、同一箇所が原因の3か月以内の障害
再発回数

契約期間内に判明したソフトウェアの不具合に起因する障害に限る。た
だし、三重県と受託者間で合意した当該障害の対処完了予定日までに再
発した場合を除く。

-60

-40

-10

-5

信頼性
（つづき）

障害再発防止

③一部機能停止（重要度低）：システム利用者への影響が軽微な障害。発生のタイミングによっては②障害になっていた可能性がある
障害。

④一部機能停止（暫定回避策あり）：上記障害レベルに該当しない軽微な障害で、運用上に影響がほぼ無い場合。

15 ①サービス完全停止：サービスが完全に使えなくなり、業務に支障が出た障害。

②一部機能停止（重要度高）：社会的信頼に影響する障害、システム利用者への影響が大きい障害、またはシステム利用者以外の第3
者に影響が及んだ障害が発生した場合。

③一部機能停止（重要度低）：システム利用者への影響が軽微な障害。発生のタイミングによっては②障害になっていた可能性がある
障害。

④一部機能停止（暫定回避策あり）：上記障害レベルに該当しない軽微な障害で、運用上に影響がほぼ無い場合。

11 復旧回復時間

①サービス完全停止：サービスが完全に使えなくなり、業務に支障が出た障害。

②一部機能停止（重要度高）：社会的信頼に影響する障害、システム利用者への影響が大きい障害、またはシステム利用者以外の第3
者に影響が及んだ障害が発生した場合。

9

※障害検知時間の考え方は、別図参照。

※運用及び保守業務時間外の場合は、監視ツールによるメール通知も可
とする。

障害検知 障害発生から障害発生を検知するまでの時間
障害検知時間を記録し、障害復旧後に
障害発生時間を特定し、経過時間を算
出
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